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ウィズ・アフターコロナの労働運動

画する：100％」と設定し、行動を展開すると強調した。

当面は参画率30％達成に向け取り組む

　一方、女性参画率については、これまでの取り組み
を継続し、30％の達成に向けて組織全体で取り組む
ことにした。当面は、2022年度～2025年度までの短
期目標を各組織が実態に即して設定して取り組む。
　具体的には、単組の場合、女性組合員比率が０～
10％未満であれば、2025年度までは、女性比率に応
じた参画率の達成のほか、女性の職域拡大、女性職場
委員の選出、女性役員の選出、女性活動組織の設置に
取り組む。10～20％未満であれば、女性職場委員や
女性役員を複数選出するよう努める。
　地方JAMでは、10～20％未満の場合、女性比率に
応じた参画率の達成のほか、地協活動への女性参画や、
活動組織「With」の設置・強化に取り組む。
　JAM本部では、各級会議における女性参画率30％
の達成や、中央執行委員30％の達成、本部三役での
複数の女性選出に取り組む。
　新プランは、女性リーダー育成に向けた取り組みも

示した。女性役員の育成には計画が必要となり、役員
になるための経験やスキルの習得など、一定の時間を
要すると指摘し、「トップがリーダーシップを発揮し、
組織全体で取り組む課題であることの認識を共有する
ことが重要となる」と強調。一方、女性の背中を押し
ながら時に厳しく教育を行うことで、一歩踏み出し行
動を起こす女性が育成される可能性があるとも言及し
た。
　女性リーダー（役員）に求められることとして、新
プランは、単組では「労働基準法、男女雇用機会均等
法、育児・介護休業法等を理解する」「労働協約、就
業規則、賃金制度等諸条件を理解する」「コミュニケー
ションスキル（交渉力、人望等）を身につける」「女
性の権利を守るための行動ができる」と明示。
　JAM（本部・地方）では「当該地方JAMに加盟する
単組の女性が置かれている状況を把握する」「女性役
員を選出していない単組へのフォローや指導を行う」
「リーダーシップを発揮し、女性組合員の意見を吸い
上げる」「女性役員同士で連携を図る」などをあげた。

　自治労（川本淳委員長）では、男女平等参画社会実
現の重点課題として、①労働組合運動への女性の参画
を拡大し、男女がともに担う自治労運動を推進②自治
労産別の組織運営体制における「クオータ制」導入に
関する議論の開始③採用・登用・配置・昇任における
男女間格差など職場実態の点検、職場における両立支
援制度、ハラスメント対策等の整備による誰もが働き
やすい職場の実現――の３点を提示する。
　①の男女がともに担う自治労運動の推進では、「機
関会議をはじめ、集会等について、時間・場所・方法
を工夫し、30％以上の女性の参加を目指す」ことや、
「単組・県本部・本部の執行体制における女性の積極
的な選出をはかり、30％以上の女性役員配置を目指
す」とし、②の「クオータ制」導入に関する議論の開
始では、「本部役員割合を30％以上とする『クオータ
制』の導入」や、「県本部役員体制における同指標の
努力義務化について、2023年８月までに結論を得る

よう議論を開始する」としてい
る。③の誰もが働きやすい職場
の実現では、女性活躍推進法や
次世代育成支援対策推進法など
に基づいて対応を図ることや、

ハラスメントの一掃に取り組むことを提示している。

会計年度職員の雇用安定・処遇改善も

　一方、2020年４月から制度がスタートした会計年
度任用職員については、雇用安定・任用の適正化とさ
らなる処遇改善の取り組みに言及。「会計年度任用職
員制度の整備状況チェックリスト」を活用し、給料（報
酬）や手当をはじめとする労働条件全般の点検、課題
の洗い出しを行う姿勢を示している。具体的な取り組
みでは、給料（報酬）の決定に際して初任給基準、前
歴換算・再度任用時の経験年数加算（昇給）を常勤職
員と同じ基準で行うよう見直すことや、短時間会計年
度任用職員の報酬や昇給制度がフルタイム会計年度任
用職員の時間比例となっていない場合の是正措置など
を提示。また、会計年度任用職員の一方的な雇い止め
を行わせず、雇用安定の観点から、任用回数上限の撤
廃、再度任用時の試験の免除等を求めるとしている。

労働運動への女性参画を拡大し男女がとも
に担う運動の推進を

――自治労の男女平等参画社会実現の重点課題




